
消防用設備等

点検済票の貼付位置

一般財団法人

福岡県消防設備安全協会



点検済票は、当協会が定める「消防用設備等点検

済表示制度運用規程」によって、消防用設備等の点

検が適正に終了した都度、同規程に定めるところに

従って貼付することとされています。

この冊子は消防用設備等ごとに貼付する点検済票

の種類と貼付位置について例示したものです。

円滑な点検済票の貼付にご活用下さい。

①　点検済票は、協会から当該表示登録会員に対し

　て交付されたものを貼付しなければなりません。

②　福岡県以外の県で消防用設備等の点検を実施す

　る場合は、該当県の設備協会が交付する点検済票

　を貼付しなければなりません。

③　他県の点検済票の交付申請は、当協会を通じて

　行わなければなりません。

④　表示登録会員は、協会から交付された点検済票

　を譲渡又は貸与してはなりません。

貼付に際しては、特に下記事項について遵守して下さい。

表示登録会員の皆様へ
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消火器
屋内消火栓設備
パッケージ型消火設備
スプリンクラー設備（制御盤・制御弁）
スプリンクラー設備（送水口・補助散水栓）
特定施設水道管連結型スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
自動火災報知設備
特定小規模施設用自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器
消防機関へ通報する火災報知設備
非常警報設備（非常放送設備）
非常警報設備（警報設備）
避難器具（梯子・緩降機）
避難器具（救助袋・すべり台）
誘導灯
消防用水
排煙設備
連結散水設備
連結送水管
連結送水管（ホース収納箱）
非常コンセント設備
無線通信補助設備
非常電源（非常電源専用受電設備）
非常電源（自家発電設備）
非常電源（蓄電池設備）
非常電源（燃料電池設備）
加圧防排煙設備
総合操作盤

目　　　次
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1　点検済票の種類

A
ラ
ベ
ル

（消火器及びその他の機器類）

（設備用等・ＡとＣ以外）

（誘導灯・小規模用感知器）

（要整備用）

B
ラ
ベ
ル

C
ラ
ベ
ル

D
ラ
ベ
ル



本体容器　Ａラベル

消火栓箱　Ａラベル

制御盤　Ｂラベル
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2　消防用設備等の種類及び貼付位置
　　（原則として容易に確認できる位置）

貼付位置 貼付位置

・前面又は側面 ・制御盤の前面
・扉の前面又は裏面

1　消火器 2　屋内消火栓設備



パッケージ箱　Ｂラベル
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貼付位置 貼付位置

・パッケージ箱扉の
　前面又は裏面

・制御盤の前面
・制御弁の本体付近

3　パッケージ型消火設備 4-1　スプリンクラー設備

制御盤　Ｂラベル

制御弁　Ａラベル

 ※パッケージ型自動消火設備含む
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・送水口本体の前面
・補助散水栓箱の前面又は裏面

・電磁弁本体又は直近

貼付位置 貼付位置

4-2　スプリンクラー設備

4-3　スプリンクラー設備

送水口　Ｂラベル

Ｂラベル

補助散水栓　Ａラベル

4-3　特定施設水道管連結型
　　　スプリンクラー設備

①ポンプがある場合は 4-1に
　準ずる
②その他の方式は 1 次側配管
　又は末端試験弁付近



制御盤　Ｂラベル

手動起動装置　Ａラベル

格納箱　Ｂラベル
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貼付位置

・制御盤の前面
・手動起動装置付近
・移動式の場合は格納箱の
  前面又は裏面

6　泡消火設備

・制御盤扉の前面
・制御弁本体付近
・手動起動装置付近

貼付位置

5　水噴霧消火設備

制御盤　Ｂラベル

手動起動装置　Ａラベル

制御弁　Ａラベル



制御盤　Ｂラベル制御盤　Ｂラベル

手動起動装置　Ａラベル手動起動装置　Ａラベル

格納箱　Ｂラベル格納箱　Ｂラベル
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貼付位置貼付位置

・制御盤の前面
・手動起動装置付近
・移動式の場合は格納箱の
  前面又は裏面

・制御盤の前面
・手動起動装置付近
・移動式の場合は格納箱の
  前面又は裏面

8　ハロゲン化物消火設備7　不活性ガス消火設備



制御盤　Ｂラベル

消火栓箱　Ａラベル

制御盤　Ｂラベル

手動起動装置　Ａラベル

格納箱　Ｂラベル
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貼付位置

・制御盤の前面
・消火栓箱の前面又は裏面

・屋内消火栓設備に準ずる

10　屋外消火栓設備
貼付位置

・制御盤の前面
・手動起動装置付近
・移動式の場合は格納箱の
  前面又は裏面

9　粉末消火設備



受信機　Ｂラベル

表示機　Bラベル
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貼付位置貼付位置

・受信機の前面
・表示機の前面

・ポンプ銘柄の付近又は
  容易に確認できる位置

12-1　自動火災報知設備11　動力消防ポンプ設備

ポンプ　Ｂラベル



貼付位置

14　漏電火災警報器

受信機　Ｂラベル

受信機　Ｂラベル

感知器　Cラベル
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12-2　特定小規模施設用
　　　自動火災報知設備

・受信機の前面又は側面

貼付位置

・受信機の前面

13　ガス漏れ火災警報設備
貼付位置

・感知器親機本体

 ・無線式自動火災報知設備は、
　12-1に準ずる



火災通報装置　Ｂラベル
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貼付位置 貼付位置

・本体  （非常放送設備）
・放送設備の操作部分の前面
・遠隔操作器の前面

15　消防機関へ通報する
　　 火災報知設備 16-1　非常警報設備

操作部　Ｂラベル

遠隔操作器　Ｂラベル



格納箱　Ａラベル

格納箱　Ａラベル

貼付位置

16-2　非常警報設備
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貼付位置

・容易に確認できる位置

17-1　避難器具

梯　子

緩降機

操作装置　Ｂラベル

複合装置　Ｂラベル

 （警報設備）
・操作装置の前面
・複合装置の前面

ハッチ‥扉の前面又は裏面
固定梯子‥本体又は本体付近



格納箱　Ａラベル 器具本体　Cラベル

認定証票の直近　Ａラベル 器具本体　Cラベル
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貼付位置

・本体又は直近の確認できる   
　位置

18　誘導灯

すべり台

救助袋

貼付位置

・容易に確認できる位置

17-2　避難器具



制御盤　Ｂラベル
制御盤　Bラベル

採水口　Bラベル
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貼付位置

・制御盤の前面

20　排煙設備
貼付位置

・採水ポンプ制御盤の前面
・採水口の前面

19　消防用水

壁組込採水口



送水口　Ｂラベル
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貼付位置

・送水口の前面

21　連結散水設備
貼付位置

・送水口の前面
・放水口付近
・制御盤（ブースターポンプ）の前面

22-1　連結送水管

送水口　Ｂラベル

制御盤　Ｂラベル

放水口　Ａラベル



保護箱　Ｂラベル
収納箱　Ａラベル
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貼付位置

・保護箱の前面

23　非常コンセント設備

※ 単独に限る

貼付位置

・ホース収納箱扉の前面又は
  裏面

22-2　連結送水管



保護箱　Ｂラベル
認定証票・表示板　Ｂラベル

専用受電盤　Ｂラベル
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貼付位置

・保護箱の前面

24　無線通信補助設備
貼付位置

・認定証票又は表示板の直近
　若しくは専用ブレーカーの直近

25　非常電源
　　（非常電源専用受電設備）



認定証票・表示板　Ｂラベル

認定証票・表示板　Ｂラベル認定証票・表示板　Ｂラベル
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貼付位置

貼付位置

・認定証票又は表示板の直近

・認定証票又は表示板の直近

27　非常電源(蓄電池設備)

28　非常電源(燃料電池設備)

・蓄電池設備に準ずる

貼付位置

・認定証票又は表示板の直近

26　非常電源
　　( 自家発電設備 )



制御盤　Ｂラベル 操作部　Ｂラベル
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貼付位置 貼付位置

・制御盤の前面 ・操作部

29　加圧防排煙設備 30　総合操作盤







　　　　　一般財団法人

　　　　 福岡県消防設備安全協会

〒812-0011　福岡市博多区博多駅前4 丁目13番18 号
　　　　　　CIRCLES音ノ葉博多７Ｆ 

 TEL　（092）409 －7936

 FAX　（092）409 －7937

  ホームページ　http://fsak.jp/

「消防用設備等点検済票の貼付位置」
平成 25年 4月発行
平成 31年 4月改訂


